
階層区分 標準時間 短時間

0円

（0円）

注３　小学校就学前の範囲において、保育園を同時に利用する最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以
　　　降は０円とします。

15,600円

17,500円

27,000円

35,600円

40,000円

48,800円

54,900円

68,000円

83,200円

　　　年齢が０歳から２歳までの児童は０円とします。
注６　ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等）については、５
　　　階層（市町村民税所得割の合計額が77,101円未満）までは以下の表のとおりとなり、第２子以降は無料としま
　　　す。

注１　階層区分は，４月～８月は前年度分の市町村民税、９月から翌年３月は当年度分の市町村民税により決定します。

注２　市町村民税所得割課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除（配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付
　　　金税額控除等）は適用されません。

注４　世帯の市町村民税所得割合計額が57,700円未満である場合、生計を一にする最年長の子から順に第２子は上記
　　　の半額、第３子以降については０円とします。
注５　現に扶養する子が３人以上いる世帯で、満年齢が１８歳以下の子から順に数えて、第３子以降となる児童で、満

第１１階層 397,000円以上 79,000円

第１０階層
301,000円以上

64,600円
397,000円未満

第９階層
230,100円以上

52,100円
301,000円未満

第８階層
169,000円以上

46,300円
230,100円未満

第７階層
121,000円以上

38,000円
169,000円未満

第６階層
　97,000円以上

33,800円
121,000円未満

第５階層
48,600円以上

25,650円
　97,000円未満

第３階層 市町村民税均等割のみ 14,800円

第４階層

市
町
村
民
税
所
得
割
額

  48,600円未満 16,600円

第１階層 生活保護世帯 0円 0円

第２階層 市町村民税非課税世帯 0円

鏡野町保育料月額表(３号認定）

上段は保育標準時間、下段（　）内の数字は保育短時間の月額

階層区分 利用者負担額（月額）

定　　　義


